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「三田学会雑誌」91卷 4 号 （1999年 1 月）

わが国におけるNPOのマクロ的規模とその意義

塩 澤 修 平

i . 序

1998年 3 月 に 「特定非営利活動促進法」が国会で成立したことにも表れているように ，N P O  
(non-profit organization ：民間営利組織）の社会的な役割についての議論がさかんである。N P O は 

N G O  (non-govermental organization : 非政府組織）を含む概念で， 自主的.自立的に社会貢献活動 

を行う組織であり，非営利活動の担い手のひとつである。社会システム全体のなかでは，政治機構 

とともに，営利活動に基づく市場機構を補完する役割を果たしている。人々の価値観が多様化し、 

社会が複雑化するにともない， ますますその重要性が高まってきているといえよう。 しかしながら

日本経済におけるN P O の実態，特にそのマクロ的な経済規模はこれまで必ずしも明らかにされて
( 2 )

はいない。 また多くのボランティアが無償かそれに近い形でN P O において活動しているが，そう 

した活動の全体像も把握されていない。N P O に関しては，利潤や選挙といった客観的な指標や規 

準が明確でないため， それについての情報開示や調査 • 研究などが，市場機構や政治機構に関する 

場合以上に重要となる。既 存 の S N A  (国民経済計算システム）の体系における分類は，必ずしも 

N P O の定義とは整合的ではなく，N P O の実態を明らかにするためには，データの組み替えなど 

が求められる。 さらに経済規模を正しく推計するためにはボランティア活動について有償評価が必 

要となる。本稿では N P O のマクロ的規模の調査を試み， それを踏まえてわが国におけるN P O の 

社会経済的意味と今後の課題を検討する。

( 1 ) 本稿における調査結果は，経済企画庁からの委託として，筆者が委員長を務めた日債銀総合研究 

所によるN P O の実態調査（経済企画庁国民生活編『日本のN P O の経済規模民間非営利活動団 

体に関する経済分析調査報告書』1998年）に基づいている。

( 2 ) 財団法人 • 社団法人などの公益法人の支出規模については林• 入 山 [ 1 9 9 7 ]による調査がある。ま 

た本稿とは若干異なる定義を用いた国際比較研究にSalamon and Anheier [ 1 9 9 6 ]がある。
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II. N P O の定義と機能

N P O の定義

N P O の定義は必ずしも一義的に確定してはいないが， ここでは以下のような性質をもつものを 

対象と考える。

( 1 ) 非営 利 性 ：構成員のなかで利益あるいは余剰金を分配しない。 これは経済学的定義であり， 

収入から費用を差し引いた純利益を，利害関係者に配分することが制度的にできない組織を意味す

る。

( 2 ) 経済価値の創出：広く社会に対して経済的価値を生み出している。 したがって，便益を受け 

る対象者が限られている組織， たとえば互助団体や同窓会のようなものは含まない。

( 3 ) 非政 府 性 ：運営面ならびに資金面で政府による支配を受けていない。 ただし政府の関与につ 

いては，客観的な基準が明らかではないため，民法34条に基づく社団法人ならびに財団法人は含め 

るが，特殊法人は除外する。

( 4 ) 自発性：参加者に活動の自発性がある。法人格をもたない団体については，家計との区別を 

するために， 自発性の概念が必要となる。町 内 会 • 自治会といった地縁団体は，実際の活動への参 

加に自発性が認められることから含められる。

以上の要件を満たす団体を，わが国の制度のもとで概念別に列挙すると，社 団 法 人 （民法34条に 

基づく），財 団 法 人 （民法34条に基づく），学校法人，社会福祉法人，宗教法人，更生保護法人，労働 

組合，商 工 会 • 商工会議所，政 党 • 政治団体，特殊医療法人，地縁団体、市民活動団体となる。 こ 

れ ら の 団 体 を こ こ で は 「狭 義 の N P O 」 と呼び，狭 義 の N P O に一般の医療法人を加えたものを

「広 義 の N P O 」 と呼ぶ。 これらの概念と S N A に お け る 「対家計民間非営利団体」の概念との主 

たる相違は次の通りである。商 工 会 • 商工会議所， ならびに市民活動団体で事業所統計に入っては 

いないが都道府県または市町村で確認可能なものは， ここでの N P O に含まれているが，S N A で 

は対家計民間非営利団体に含まれていない。他方，国際交流基金や日本学術振興会•心身障害者福 

祉協会などは S N A では対家計民間非営利団体となっているが，非政府性を満たさないということ 

でここでは N P O に含めていない。

公益財の性質とN P O の機能

市場機能を補完する目的で，N P O の社会貢献活動として供給されるべき財を， ここでは公益財 

と呼ぶ。公益財の性質として以下のようなものが考えられる。

( 1 ) 非競 合 性 ：ある主体によるその財の消費が他の主体の消費を妨げない。 このような財は多く 

の人々が同時に同じ財を消費することが可能であり，消費者間での競合関係はない。
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( 2 ) 排除不可能性：特定の人々をその消費から除くことが技術的に不可能である。 このような財

は，ひとたびそれが供給されたならば，だれでも自由に消費することが可能である。

( 3 ) 地 域 性 ：地域的な差異あるいは独自性が大きい。例えば， どこに公園をつくるか，橋をかけ 

るか， あるいはどのように地域の自然を保護するか， などはきわめて地域性の強い問題である。

( 4 ) 専 門 性 ：広範で高度な専門的知識が要請される。

( 5 ) 大 規 模 性 ：個人の観点からすると規模が大きく， また分割不可能である。

( 6 ) 長 期 性 ：短期的な便益や利潤をもたらすというよりも，かなりの長期間， それも現在の世代 

だけではなく将来の世代まで考慮に入れるべきことを意味する。地域環境や文化財•遺蹟などの保 

存がその例である。

以上の性質のうち（1 ) お よ び （2 ) を満たす財が公共財である。

N P O の機能として以下のものが挙げられる。

( 1 ) 負 担 機 能 ：公益財供給のための資金を負担する。

( 2 ) 提 供 機 能 ：公益財を実際に供給する。

( 3 ) 調 整 機 能 ：負担機能をもつ主体と提供機能をもつ主体の間の情報交換を促進し，両者を仲介 

する。

( 4 ) 配 分 機 能 ：公益財やそのための資金の配分に関する意思決定を行う。

III. 活動規模の推計方法

推計の基本方法

上で定義された N P O が，わが国の経済において全体としてどの程度の規模をもっているかを推 

計する。N P O の資金ベースの経済規模として，付加価値および産出額すなわち付加価値および中 

間投入の合計を1995年度について求める。推計方法は基本的には S N A において用いられている計 

測方法に準拠するが，S N A の方法によっては計測不可能な場合には，既存統計やアンケート調査 

を実施して得られたデ一夕を用いて概算的推計を行う。その基本方針は以下のとおりである。

( 1 ) 社団法人，財団法人，学校法人，社会福祉法人、宗教法人，更生保護法人，労働組合，商工 

会 • 商工会議所，政 党 • 政治団体，事業所をもつ任意団体については S N A の組み替えおよびその 

基礎統計を用いて推計する。

( 2 ) 医療法人については「病院経営実態調査」 （全国公私病院連盟) ，「患者調査」「社会医療診療 

行為別調査報告」「人口動態統計」「国民医療の動向」 （以上，厚生省）の1995年度分を基礎統計とし， 

組み替え推計する。

( 3 ) 地縁団体については，活動内容が地域によって異なり，利用可能な資料も限られているため， 

平均的年会費をもとに自治会 • 町内会などの経済規模を推計する。
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( 4 ) 地縁団体以外の任意団体は，アンケ一ト調査により推計する。アンケート調査は 1996年度に 

経済企画庁が実施した「市民活動団体基本調査」に用いた市民活動団体 8 5 , 7 8 6団体から 4 , 0 0 0団体 

を無作為に抽出し，調査票を送付したものである。有効回収数は 768通で，有効発送数の 2 0 . 3% で

ある。

( 5 ) ボランティア労働については， アンケート調査によって得られたデータをもとに，市民活動 

団体に属する者とそうでないない者とに分けて有償評価する。

有憤評価の手法

N P O の活動をより正確に把握するために， ボランティアによる無償労働の貨幣評価を試みる。

ここで無償労働とは，サービスを提供する主体とそれを享受する主体が分離可能でかつ市場でその 

サービスが提供され得る活動を指す。貨幣評価の手法として以下の 3 種類が考えられる。

( 1 ) 機 会費用法：無償労働の機会費用すなわちその活動による逸失利益で評価する。

( 2 ) 代 替費用法：無償労働と類似のサービスを生産している者の賃金で評価する方法で，専門職 

種の賃金で評価するスペシャリスト • アプローチと，家事使用人の賃金で評価するジヱネラリス

ト • アプローチがある。

( 3 ) 産 出 法 ：産出された財 • サービスを市場価格で評価し，直接的な費用を除いて，無償労働を 

把握する。

以上の手法のなかで，機会費用法ではサービスを提供する主体によって貨幣評価が変わることに 

なり，マクロ的な経済規模の推計を目的とするこの調査に適しているとはいえない。 また市場価格 

による評価は，現実には多くの困難をともない，やはりこの調査には適さない。 さらに，利用可能 

な資料が限られていることを考慮すれば，代替費用法のなかのスペシャリスト•アプローチよりも 

ジェネラリスト • アプローチが適していると考えられるので，今回の調査ではその手法を採用する。

IV. 活動規模の推計結果

資金ベースの活動規模

S N A の基礎統計を用いた部分として，社団法人，財団法人，学校法人，社会福祉法人，宗教法 

人，更生保護法人，労働組合，商 工 会 • 商工会議所，政 党 • 政治団体については，付加価値が約 11 
兆3 , 9 0 0億円，産出額が約 20兆 1 ，500億円と推計される。既存統計データの組み替えによる部分とし 

て，医療法人の付加価値が約 3 兆 7 , 70 0億円，産出額が約 6 兆 9 , 0 0 0億円と推計される。既存統計デ 

ータを用いた概略的推計として，地縁団体の産出額は約 700億円であり，アンケート調査を用いた 

推計として，市民活動団体の付加価値は約 300億円，産出額は約 1，200億円となる。 またボランティ 

ア活動のうち，人件費が支払われた有償部分，すなわち雇用者所得は，市民活動団体全体として
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273億円と推計される。 ボランティアを含めた付加価値の総額は広義で約 15兆 9 , 0 0 0億円，狭義で約
( 3 )

12兆 1 ，400億 円 と な る （表 1 )。地縁団体ならびにボランティアの有償評価分を除く付加価値の分野 

構成は表 2 で示される。

表 1 付加価値ならびに産出額

付加価値 産出額

額 [億円] 対 G D P比 額 [億円] 対産出額比

広義の NPO 159,056 3.3% 279,584 3.0%
狭義の NPO 121，387 2.5% 210,633 2.3%

(地縁団体による付加価値を除く）

表 2 付加価値の分野構成

広義 狭義

額 [億円] 構成割合 構成割合

一般の医療法人 37,669 25% —

医療 (一般の医療法人を除く） 32,478 21% 28%
教育 41,993 28% 37%
社会保険•社会福祉 20,101 13% 18%
宗教 8,285 5% 7%

その他 11,598 8% 10%
合計 152,133 100% 100%

(地縁団体ならびにボランティアの有償評価分を除く）

ボランティア活動の有償評価

市民活動団体でのボランティア活動についてアンケート調査により得られた活動分野別の 1 団体 

当たりの年間活動時間は表 3 の通りである。 それに活動団体数をかけて足し合わせた，延べ年間活 

動時間数の総計は 7 1 , 1 6 2万時間と推計される。 ジェネラリスト • アプローチのための賃金率に何を 

採用するかによって評価額は異なってくるが， ボランティアひとり当たりの年間活動時間が  

1 00〜200時間程度であることを考慮し，労働時間数が比較的この値に近いパートタイム労働者の賃 

金率を用いる。延べ年間活動時間の推計値に、小 企 業 • サービス業の女子パ一トタイム平均賃金単 

価 955円 / 時間を掛け， アンケート調査による市民活動団体全体の雇用者所得，すなわち有償額の推 

計値 273億円を引いた6 ，523億円が，有償評価額の推計値となる。

7 1 ，162万時間 X 955円/時間一273億円 = 6 , 5 2 3億円

( 3 )  Johns H op k in s大学のプロジヱクト • チームでは，本稿の定義とは若干異なるN P O の定義を用 

い，宗教団体と政治団体を除外した非営利セクタ一の国際比較を行っている。1990年の経常支出の 

対 G D P比 （％) は，アメリカ6_3，イギリス4_8， ドイツ3 . 6 , フランス3_3，イタリア2_0，ハンガ 

リー1 . 2となっている。Salamon and Anheier [ 1 9 9 6 ]あるいは山 内 [1997] を参照せよ。
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市民活動団体以外でのボランティア活動の活動者数については，全国社会福祉協議会が発表して 

いる個人ボランティア数の 2 4 9 , 0 0 0人を用いる。アンケート調査による平均活動時間は，保健医療 

分野で 179時間であり，賃金単価は上述の 955円を用いると，

2 4 9，000人 X 179時間/人 X 9 5 5 円/ 時間ニ426億円 

となる。 したがってボランティア活動全体としては概算で約 7 , 0 0 0億円の規模をもっていると考え 

られる。

表 3 市民活動団体におけるボランティア活動

社会福祉
教育文化

スポーツ

国際交流 

•協力
地域社会 環境保全 保険医療 社会生活 その他 合 計

年間活動量 

平 均 （時間）
7,515 17,173 7,549 5,566 4,630 9,396 5,830 5,270

分野別団体数 26,580 16,268 5,955 12,491 7,843 2,469 3,341 7,408 82,355

V. N P Oの社会経済的意味

N P O の特質

( 1 ) 迅 速 性 ：（意思決定過程が比較的簡略） 公的部門における議会の審議といった過程を経る事無 

く，迅速な対処が求められる社会的ニーズに対応することが可能であることを意味している。 また 

より新しい問題，新しい社会的ニーズに柔軟に対応できることも含まれる。

( 2 ) 自由性 ••（縦割りのセクシヨナリズムから独立） 公的部門にしばしばみられるセクシヨナリズ 

ムから独立であることを意味している。公的部門における組織上の硬直性は，効率的な資源配分を 

妨げる大きな要因である。民間組織であれば， このような需要側からみて本質的でない区分に煩わ 

されることのない対応が可能である。

( 3 ) 直 接 性 ：（ニーズへの直接的な対応が行いやすい） 特に発展途上国に対する開発援助の場合の 

ように，援助国の人々へから被援助国の人々へ，政府部門を通さずに草の根レベルでの直接的な対 

応が可能なことを意味する。

( 4 ) 中 立 性 ：（特定の圧力団体などから政治的に独立） この性質は，政権の交替や選挙などの影響， 

あるいは特定の圧力団体の影響から政治的に独立であることを意味している。 ただし政党•政治団 

体や労働組合などのように， この性質をもたないN P O も多く存在する。

N P O の優位性

社会的資源の再配分に関する民間組織の役割を考察するために，上述の公益財の性質と配分機能 

における N P O による活動の特質を合わせて検討しよう。
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上で検討した公益財の性質のなかの非競合性と排除不可能性をもつ純粋公共財は，営利活動とし 

ては供給の誘因が動かず，公的部門か N P O による社会貢献活動として供給が期待される財である。 

地域性をもつ財に対しては，迅速性と直接性が重要な意味をもつ。 中央の判断を待っていたり， 

数々の煩雑な過程を経た後の対応では時機を失する場合が多いので，迅速な対応が必要であり， ま 

た地域の問題は地域の住民が最もよく知っているので，直接対応が望ましいであろう。

専門性をもつもの，例えば学術や芸術についての資金援助などは， その資金配分の決定に際し高 

度な審査能力あるいは判断力が必要であり，政治的な圧力からの独立性も求められるであろう。 ま 

た新しいものに対する的確な認識が必要である。 し1■こがつて迅速性と中立性が重要な意味をもつ。

大規模をもつ財の供給には多額の資金と組織力が必要とされるであろうし，広範な分野での協力 

も求められる。 したがって自由性をもつN P O による社会貢献活動の役割は大きいといえよう。長 

期性をもつ財の供給に際しては，短期的な方針や政策の変更は避けるべきである。 したがって独立 

性が求められる。 また継続的な対応が必要なので，公的部門にしばしばみられる担当者の変更によ 

る不連続な対応も避けなければならず， 自由性も大きな意味をもってくる。

以上の議論から N P O による社会貢献活動は公益財の配分に関し， さまざまな面で公的部門に比 

ベてはるかに有効な対応が可能な社会的位置にあるといえよう。 ただし， それはあくまでも潜在的 

な可能性についての議論であって，実際に有効な対応がなされるためには， 多くの情報が必要とな 

る。迅速性を可能ならしめ， 中立性を保つためには社会的必要性，経 済 • 政治情勢，各種の技術な 

どに関する膨大な情報が必要であろうし， 自由性と直接性は適切な情報に基づいてこそ有効な対応 

に結びつくのである。 しかし豊富な情報は有効な対応のための必要条件であって，決して十分条件 

ではない。つまり情報だけもっていても， それが有効な対応に結びつく必然性はないのである。重 

要なのは， その使われ方である。 ここで民間組織に求められるのは「見識」であろう。

N P O の問題点

以上のような特質はN P O の長所であるといえようが，同時に問題点を併せもっていることも事 

実である。迅速性は， N P O による活動として， い わ ゆ る 「民主的」な意思決定の過程を経ずに， 

資金配分を決定できることによるが， それは他からのチヱック機能が作用していない可能性を示し 

ている。公的部門であれば，選挙で選ばれた議員や地方自治体の首長が，予算編成について責任を 

もっており， また営利活動であれば利潤額あるいは収益率という明確な評価基準が存在する。迅速 

な対応は必ずしも有効で効率的な対応を意味しない。

自由性， 中立性についても同様であり，他からのチェック機能が働きにくいということは，公的 

部門よりはるかに効率的な対応の実現可能性を示すと同時に，公的部門よりもさらに非効率的な対 

応が温存される危険性を示している。直接性に関しては，配分に何らかの偏向が生ずる危険性も含 

まれている。
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N P O のマクロ的意義

上記の推計結果を踏まえて， わが国における N P O の社会経済的意味を考えよう。広 義 の N P O  
は G D P の3 . 3 % を占めているが，G D P とは，国内における 1 年間の付加価値の合計であり，基本 

的には市場価格に依拠する貨幣単位で表現されている。 したがって，一国経済におけるそれぞれの 

部門の量的な規模を示しているが，必ずしも質的な側面は捉えられていない。N P O に関しては， 

他の部門と比較して質的な側面で以下の特質をもつと考えられる。

( 1 ) N P O による付加価値のほぼ半分を占める医療については，人間の生存の根幹に直接関わる 

事柄が中心であり，貨幣評価額以上の意義を人々の生活に対してもっている。 とくに生死に関わる 

問題のような，実質的な評価がきわめて高いものが多数含まれている。

( 2 )  N P O を特徴づける自発性は，財 • サービスの供給者側にとっても，活動することによって， 

実際に手にする報酬以上の効用が得られることを示唆している。すなわち労働そのものからさまざ 

まな喜びや満足感が得られる面が多く，雇用者所得と有償評価分の総計以上の意義をもつと考えら 

れる。

( 3 )  N P O による付加価値の約 1 / 3 を占める教育は「外的効果」 をもっている。すなわち，教育 

や研究助成は社会全体の生産性の向上に寄与するので，付加価値の評価額以上の効果をもつのであ 

る。 さらに将来のG D P に大きな影響を与えるため， その効果は現在だけのものではない。 また社 

会の文化的水準の向上は，非経済的な影響も大きい。

VI. N P O の課題

N P O といっても実態は様々であり， その役割や社会的意義を一律に論ずることは困雜であるが， 

一般的にわが国におけるN P O の今後の課題として以下のものが考えられるであろう。

( 1 ) 法的環境の整備と正当性の確立

「特定非営利活動促進法」においては，優遇税制のあり方について「施行の日から 3 年以内に検 

討する」 とされており，今後さらに議論が必要である。 その際は N P O の活動を誰がどのように判 

断して優遇措置に結びつけるかがきわめて重要である。 また民法の公益法人と「特定非営利活動法 

人」は共生する形になっている。現行民法は，私法人を公益法人と営利法人に分け，非営利法人に 

関する一般的規定を設けてないので，民法上の対応が望まれる。

( 2 ) 評価基準の確立と情報開示

営利企業や政治機構と異なり，客観的な評価基準が明確でなく，他からのチェック機能が働きに 

くレ、N P O が，税制上の優遇措置の対象となったり，広く寄付金やボランティア労働などを集めそ 

れを有効に活用するためには， その活動についての評価基準を確立し，かつ一般社会に対する情報 

開示が求められる。N P O であること自体は， そうした優遇措置の対象となることを意味しない。
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( 3 ) 経営努力の重要性

営利企業とは異なりN P O ではしばしばコスト意識の欠如など経営における非効率性の問題がみ 

られる。社会的資源の有効な活用のためには N P O といえども経営能力が問われるのであり， 

N P O に期待されるさまざまな社会的役割を果たすためには，上述したような評価基準のもとで， 

合理的かつ効率的な活動が求められる。政治機構とは異なり，意思決定過程が比較的簡潔であり， 

営利企業のような競争原理に直面していないN P O は， 同時に非効率的な活動体制が温存される危 

険性をもつのである。

VII. 結 語

N P O のマクロ的規模については，資料の制約が多く，概算的な数値とならざるを得なかったが , 
G D P の約3 . 3 % を占めている。 しかし利潤動機や法的な強制に依拠せず， 自発的な動機に基づくだ 

けに， その国民生活や社会的厚生に対する影響は対G D P 比以上のものがあると考えられる。人々 

の価値観が多様化するなかで，N P O をいかに有効に活かしていくかは， その社会のある種の成熟 

度を表しているように思われる。 ここではまさに社会全体としての見識が求められているといえよ 

ぅ。

(経済学部教授）
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